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市
職
員
研
修
「
2
日
目
は
観
準

旅
費
一
部
返
還
請
求
命
じ
る
東京高裁

横
浜
市
の
都
筑
区
長
（
当
時
）

ら
市
職
員
が
1
泊
2
日
で
参
加

し
た
自
治
会
主
催
の
研
修
は
、

実
態
は
観
光
旅
行
で
公
務
に
あ

た
ら
な
い
と
し
て
、
よ
こ
は
ま

市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
な
ど
住
民

側
が
中
田
宏
市
長
を
相
手
取

り
、
出
張
旅
費
の
返
還
な
ど
を

元
区
長
ら
に
請
求
す
る
よ
う
求

め
た
訴
訟
の
控
訴
審
判
決
が
2
6

日
、
東
京
高
裁
で
あ
っ
た
。
小

林
克
己
裁
判
長
は
「
出
張
の
一

部
は
観
光
と
言
わ
ざ
る
を
得

ず
、
一
部
旅
費
な
ど
は
返
遺
さ

れ
る
べ
き
だ
」
と
述
べ
、
中
田

市
長
に
対
し
、
元
区
長
に
計
約

6
万
5
0
0
0
円
を
請
求
す
る

よ
う
命
じ
た
。

判
決
に
よ
る
と
、
元
区
長
ら

3
人
の
市
職
員
は
2
0
0
；
4
年

9
月
は
～
1
3
日
、
阪
神
大
震
災

の
災
害
対
策
な
ど
を
学
ぶ
た
め

に
神
戸
市
と
淡
路
島
を
視
察
。

2
日
目
に
は
う
ず
し
お
や
酒
造

記
念
館
を
見
学
し
た
。

市
長
側
は
「
研
修
の
途
中
に

観
光
し
た
だ
け
だ
」
と
主
張
し
、

1
審
・
横
浜
地
裁
判
決
は
「
観

光
で
研
修
の
性
質
が
否
定
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
」
と
請
求
を

棄
却
し
た
が
、
こ
の
日
の
判
決

は
「
市
職
員
が
宿
泊
し
て
2
日

目
の
観
光
に
参
加
す
る
必
要
性

は
な
く
、
違
法
」
と
述
べ
、
ホ

テ
ル
代
な
ど
を
退
避
す
べ
き
だ

と
し
た
。

∠〝〆∫メ／

舞阜豹嘲
都
筑
区
長
の
出
張

一
部
観
光
と
認
定

控
訴
啓
で
返
還
命
令

鹿
浜
市
都
筑
区
の
区
長

ら
職
員
三
人
が
同
行
し
た

同
区
連
合
町
内
会
自
治
会

の
研
修
旅
行
は
観
光
目
的

だ
つ
た
と
し
て
、
よ
こ
は

ま
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
タ

（
代
表
・
森
田
明
弁
護
士

ら
四
人
V
が
、
出
張
費
の

返
選
を
戒
め
た
住
民
訴
訟

の
控
訴
審
判
決
で
、
重
罰

高
裁
（
か
林
克
巳
裁
判

長
）
は
二
十
六
日
、
請
求

を
棄
却
し
た
一
審
横
浜
賂

裁
判
決
を
変
更
。
当
時
の

区
長
か
ら
出
張
費
の
一
部

約
六
万
五
千
円
を
市
に
返

遺
さ
せ
る
碁
つ
、
市
長
に

命
じ
た
。

ノ
　
判
決
に
よ
る
と
、
研
修

旅
行
は
神
戸
市
周
辺
へ
の

阪
神
大
震
災
関
係
の
施
設

を
見
学
す
る
目
的
で
二
〇

〇
四
年
九
月
、
一
泊
二
日

で
実
施
。
研
修
二
臥
す
に

う
ず
漸
観
潮
船
に
乗
り
、

睾
菊
正
也
塵
常
套
」

暫
見
学
し
管
．
紺
決
は
一

肇
目
は
正
当
膏
と
認

め
た
が
、
二
日
目
に
つ
い

宅
は
「
観
光
な
い
し
娯
楽

的
な
要
素
が
あ
り
、
■
裁
量

権
の
乱
用
に
あ
た
る
」
と

し
、
出
張
費
の
決
裁
を
し

だ
区
長
に
賠
償
責
圧
が
あ

箸
と
指
摘
し
た
。

都
筑
区
地
域
振
興
課
は

「
判
決
に
つ
い
て
は
十
分

に
吟
味
し
た
上
で
、
今
後

の
方
針
を
考
え
た
い
」
と

し
て
い
る
。
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」


